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く
ら
し
の
情
報

閉
庁
時
に
お
け
る
戸
籍
届
書
受

領
方
法
の
変
更
に
つ
い
て市

民
課

　

現
在
、
閉
庁
時
（
17
時
30
分
〜
８

時
30
分
）
に
お
け
る
戸
籍
届
書
を
夜

間
ポ
ス
ト
（
岩
瀬
・
大
和
・
真
壁
庁

舎
）
に
て
お
預
か
り
し
て
い
ま
す

が
、
３
月
末
で
夜
間
ポ
ス
ト
を
廃
止

し
、
４
月
１
日
17
時
30
分
よ
り
大
和

庁
舎
の
み
で
夜
間
警
備
委
託
会
社
が

受
領
い
た
し
ま
す
。

■
実
施
場
所
／
大
和
庁
舎

■
届
出
方
法
／
大
和
庁
舎
玄
関
脇
に

あ
る
戸
籍
届
専
用
電
話
か
ら
、
夜
間

警
備
委
託
会
社
と
通
話
が
で
き
ま
す

の
で
、
お
名
前
・
届
書
の
種
類
を
お

伝
え
く
だ
さ
い
。

　

す
ぐ
に
夜
間
警
備
委
託
会
社
の
係

員
が
そ
の
場
に
伺
い
届
書
を
受
領
い

た
し
ま
す
。（
受
領
の
際
数
分
間
お

待
ち
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

※
各
庁
舎
の
夜
間
ポ
ス
ト
は
３
月
31

日
で
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

■
問
合
先
／
市
民
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、
内

線
２
２
３
３
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

都
市
計
画
の
変
更
及
び
決
定
に

係
る
案
の
公
告
・
縦
覧
に
つ
い

て

都
市
整
備
課

桜
川
市
臨
時
職
員
募
集

教
育
補
助
員

学
校
教
育
課

　

市
内
の
小
中
学
校
に
お
い
て
、
特

別
支
援
教
育
の
支
援
員
と
し
て
勤
務

し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま

す
。

■
雇
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
９
月
30

日
ま
で
の
児
童
生
徒
が
登
校
す
る
日

（
た
だ
し
、
勤
務
成
績
に
よ
り
雇
用

更
新
が
で
き
ま
す
。）

■
勤
務
内
容
／
個
別
に
支
援
を
要
す

る
児
童
生
徒
の
身
辺
自
立
や
安
全
確

保
等
の
補
助

■
勤
務
条
件
／
月
〜
金
曜
日
（
１
日

６
時
間
、
週
30
時
間
程
度
）
勤
務
時

間
は
協
議
の
う
え
決
定
し
ま
す
。

■
賃
金
／
時
給
７
７
５
円

■
応
募
資
格
／
特
別
支
援
教
育
に
理

解
が
あ
り
、
児
童
生
徒
に
対
し
て
温

か
く
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
方
（
性

別
・
教
員
免
許
の
有
無
は
問
い
ま
せ

ん
。）

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
１
部
を
教
育

委
員
会
学
校
教
育
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
選
考
の
う
え
採
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

■
問
合
先
／
学
校
教
育
課
（
☎
58-

１
１
１
１
・
75-
３
１
１
１
、
内

線
３
２
１
５
）

技
能
労
務
員

文
化
生
涯
学
習
課

■
募
集
人
員
／
１
人

■
任
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
９
月
30

日
（
再
雇
用
あ
り
）

■
勤
務
場
所
／
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

■
業
務
内
容
／
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
管
理

■
勤
務
時
間
／
17
時
〜
22
時【
夜
間
】

■
休
日
／
休
館
日
（
月
曜
日
）・
祝

日■
賃
金
／
時
給
９
６
９
円

■
勤
務
条
件
／
65
歳
ま
で
の
健
康
な

方

■
申
込
方
法
／
履
歴
書（
写
真
添
付
）

を
持
参
ま
た
は
郵
送
で

■
申
込
締
切
／
３
月
17
日
（
火
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
岩
瀬
中
央
公

民
館
（
〒
３
０
９-

１
２
１
４　

桜

川
市
東
桜
川
１-

21-

１
・
☎
75-

０
３
４
４
）

平
成
21
年
度
に
土
地
・
家
屋
の

評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
す税

務
課

　

平
成
21
年
度
に
土
地
や
家
屋
の
評

価
額
の
見
直
し
を
す
る
評
価
替
え
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
原
則
と
し
て
３
年
ご
と

に
、
地
価
や
物
価
の
変
動
を
考
慮
し

て
評
価
額
の
見
直
し
を
行
う
も
の

で
、
こ
れ
に
伴
い
、
今
年
度
は
固
定

資
産
税
の
第
１
期
分
納
期
が
４
月
か

ら
５
月
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

■
問
合
先
／
税
務
課
（
☎
58-

５

１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、
内
線

１
１
２
３
・
１
１
２
４
）

市
長
と
語
ろ
う
！
「
市
民
の
日
」

秘
書
広
報
課

　

皆
さ
ん
の
声
を
行
政
に
反
映
す
る

た
め
に
、
市
長
と
語
り
合
っ
て
み
ま

せ
ん
か
。
話
題
は
な
ん
で
も
結
構
で

す
。

　

皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

■
日
時
／
３
月
23
日
（
月
）
９
時
〜

12
時
・
13
時
〜
16
時

■
場
所
／
真
壁
庁
舎
１
階
会
議
室

■
問
合
先
／
秘
書
広
報
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、
内

線
１
２
６
８
）

※
次
回
は
、
４
月
20
日
（
月
）
岩
瀬

庁
舎
１
階
会
議
室
で
行
い
ま
す
。

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

※
市
税
は
納
期
内
に
納
め
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く

簡
単
で
便
利
な
納
付
方
法
と

し
て
、
口
座
振
替
制
度
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

３
月
の
納
税
・
保
険
料

介
護
保
険
料　
　
　

随
時
期

納
期
限:

３
月
31
日
（
火
）

　

市
は
、
長
方
工
業
専
用
地
域
に
お

け
る
用
途
地
域
の
変
更
お
よ
び
同
地

区
に
お
け
る
地
区
計
画
の
決
定
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
今
般
、
都
市
計
画

法
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
都
市
計
画
（
案
）
の
公
告
・
縦

覧
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

■
公
告
・
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
案

・ 

長
方
工
業
専
用
地
域
の
都
市
計
画

用
途
地
域
の
変
更
（
案
）

・ 

長
方
地
区
の
都
市
計
画
地
区
計
画

の
決
定
（
案
）

■
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
お
よ

び
場
所

・ 

期
間
／
平
成
21
年
３
月
９
日
（
月
）

〜
平
成
21
年
３
月
23
日
（
月
）

・
場
所
／
都
市
整
備
課
（
大
和
庁
舎
）

■
意
見
の
提
出
／
意
見
を
提
出
し
よ

う
と
す
る
方
は
、
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
職
業
お
よ
び
意
見
を
記
載
し
た

市
長
あ
て
の
書
面（
意
見
書
）を
次
の

問
合
先
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
締
切
り:

平
成
21
年
３
月
23
日

（
月
）
必
着

■
問
合
先
／
都
市
整
備
課
都
市
計
画

係
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３

１
１
１
、
内
線
１
１
６
７
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新
の
お

知
ら
せ

国
保
年
金
課

　

4
月
1
日
は
、
国
民
健
康
保
険
証

お
知
ら
せ

の
更
新
と
な
り
ま
す
の
で
郵
送
に
よ

り
配
達
い
た
し
ま
す
。

■
配
達
期
間
／
３
月
15
日
〜
３
月
25

日
ま
で

■
配
達
方
法
／
簡
易
書
留
（
留
守
の

場
合
は
不
在
票
が
お
い
て
あ
り
ま
す

の
で
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。）

■
保
険
証
が
届
い
た
ら

・ 

被
保
険
者
証
は
台
紙
よ
り
丁
寧
に

は
が
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

内
容
に
誤
り
が
な
い
か
、
加
入
者

全
員
の
保
険
証
が
あ
る
か
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

・ 

被
保
険
者
証
は
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
で

紛
失
に
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
方
の
保
険

証
は
同
封
さ
れ
ま
せ
ん
。

・ 

修
学
や
施
設
入
所
の
た
め
桜
川
市

に
住
所
の
な
い
方
（
在
学
証
明
書

や
入
所
証
明
書
と
印
鑑
を
持
参
し

て
最
寄
り
の
庁
舎
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。）

■
郵
送
し
た
保
険
証
の
問
合
先

・ 

３
月
31
日
ま
で
／
郵
便
事
業
（
株
）

笠
間
支
店
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
２
９
６-

72-

０
８
３
３
・
０

　

８
３
０
）

・ 

そ
の
他
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
／
国
保
年

金
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３

　

１
１
１
、
内
線
２
２
４
４
・
２
２
４

　

５
）

募　

集

税

変更後の犬の鑑札（左）と 狂犬病予防注射済票（右）

（実物大）

（実物大）

４
月
１
日
か
ら
犬
の
鑑
札
・

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
が
変

わ
り
ま
す

環
境
対
策
課

　

平
成
19
年
４
月
の
狂
犬
病
予
防

法
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
い
、
本

年
４
月
１
日
か
ら
、
桜
川
市
の
犬

の
鑑
札
が
小
判
型
か
ら
犬
の
形
に

変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
狂
犬
病
予

防
注
射
済
票
に
つ
い
て
も
、
従
前

よ
り
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
い
も
の
に

変
わ
り
ま
す
。

　

環
境
対
策
課
（
岩
瀬
庁
舎
）、

総
合
窓
口
課
（
大
和
・
真
壁
庁
舎
）

で
手
続
き
が
で
き
、
新
規
登
録
は

２,
０
０
０
円
、
再
交
付
の
場
合

は
手
数
料
１,
０
０
０
円
が
必
要

に
な
り
ま
す
。


